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近
世
の
彌
信
制
度
と
し
て
飛
脚
の
制
度
が
あ
っ
た
が
、
飛
脚
は
坂
本
太
郎

（
１
）

氏
が
「
飛
駅
よ
り
飛
脚
へ
」
で
論
述
さ
れ
て
お
ら
れ
る
様
に
、
す
で
に
平
安

時
代
に
「
脚
力
」
と
言
う
言
葉
で
現
わ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
時
代
に
も
、
新
城

常
三
氏
の
「
鎌
倉
時
代
の
交
通
」
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
如
く
、
「
鎌
倉
飛

脚
」
と
し
て
騎
馬
で
逓
送
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
新
城
氏
の
「
戦
国

時
代
の
交
通
」
に
よ
る
と
、
戦
国
時
代
に
於
て
も
、
飛
脚
は
重
要
視
さ
れ

て
、
特
に
そ
の
国
外
交
通
に
伴
う
諸
々
の
困
難
を
沿
道
の
諸
大
名
と
の
締
約

に
よ
っ
て
臨
時
的
に
或
は
恒
常
的
に
除
去
し
よ
う
と
苦
慮
し
て
い
た
が
、
そ

の
逓
送
範
囲
は
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
や
が
て
江
戸
時
代
に
な
る

と
飛
脚
は
徒
歩
で
逓
送
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
制
度
的
に
も
整
備
・
確
立
さ

れ
大
き
く
発
展
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
飛
脚
の
制
の
最
初
に
起
っ
た

の
が
幕
府
公
用
飛
脚
で
あ
る
継
飛
脚
で
あ
っ
た
。
こ
の
継
飛
脚
は
徳
川
家
康

が
関
東
に
入
国
し
た
天
正
十
八
年
（
一
五
九
○
）
に
萌
芽
し
、
寛
永
十
年
（
一

六
一
一
一
一
一
一
）
の
継
飛
脚
給
米
の
給
与
に
よ
っ
て
実
質
的
に
確
立
さ
れ
、
そ
れ
か

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

は
じ
め
に

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

ら
徐
々
に
改
正
さ
れ
、
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
に
は
継
立
日
限
が
詳
細

に
規
定
さ
れ
短
縮
さ
れ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
継
飛
脚
の
発
達
を
示
す
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

継
飛
脚
の
発
達
に
倣
い
、
各
大
名
も
江
戸
と
領
国
間
を
往
復
す
る
飛
脚
を

始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
大
名
飛
脚
で
あ
り
、
例
え
ば
御
三
家
の
尾
張
・

紀
伊
の
二
家
は
、
七
里
飛
脚
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
作
っ
て
逓
送
を
行
な
っ

た
。だ
が
継
飛
脚
も
大
名
飛
脚
も
継
立
量
の
増
大
等
で
財
政
的
に
も
支
障
を
き

た
す
よ
う
に
な
り
、
民
間
の
町
飛
脚
と
の
一
元
化
の
傾
向
を
辿
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

次
に
近
世
の
飛
脚
関
係
の
諸
論
文
を
見
て
も
研
究
が
進
承
つ
つ
あ
る
こ
と

を
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
特
に
近
年
、
町
飛
脚
の
研
究
が
広
岡
治
哉
・
宇

野
脩
平
・
藤
村
潤
一
郎
の
諸
氏
に
よ
っ
て
急
速
に
進
展
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
近
世
の
飛
脚
制
度
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
継

（
２
）

飛
脚
の
研
究
は
、
本
庄
栄
治
郎
氏
の
「
飛
脚
の
変
遷
」
以
来
あ
ま
り
進
展
し

て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
確
に
沢
田
浜
司
氏
の
「
公
用
飛
脚
と

二
七

鶴
木
亮
一
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法
政
史
学
第
二
十
三
号

（
３
）

町
飛
脚
商
と
の
交
渉
に
就
い
て
」
が
あ
る
が
、
継
飛
脚
の
具
体
的
な
面
つ
ま

り
継
立
の
方
法
等
ま
で
は
論
及
さ
れ
て
は
お
ら
れ
な
い
し
、
著
名
な
交
通
史

関
係
概
説
書
も
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
論
文
で
は
継
飛
脚
の
継
立
方
法

ま
た
そ
の
障
害
と
対
策
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ま
ず
宿
駅
が
何
の
様
な
品
物
を
継
立
て
い
た
か
を
見
る
と
、
「
御
伝
馬
方

（
４
）

旧
記
」
｜
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
の
「
御
役
儀
相
勤
申
候
覚
」
に
は
、
継
立
項

目
名
が
五
十
項
目
あ
り
、
五
十
五
年
後
の
延
享
元
年
二
七
四
四
）
の
「
両

（一。）

伝
馬
町
御
役
儀
之
覚
」
に
な
る
と
八
十
項
目
の
増
加
で
、
百
三
十
項
目
に
な

（
６
）

っ
て
お
り
、
さ
ら
に
二
十
九
年
後
の
安
永
二
年
（
一
七
七
一
一
一
）
に
は
百
四
十

四
項
目
に
も
増
加
し
、
そ
れ
に
継
飛
脚
が
京
都
・
大
阪
・
長
崎
・
駿
府
・
伊

勢
山
田
・
浦
賀
・
日
光
・
佐
渡
・
甲
府
の
広
範
囲
に
継
立
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
宿
駅
の
継
立
量
の
非
常
な
増
大
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

次
に
継
飛
脚
は
ど
の
よ
う
な
証
文
で
継
立
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
「
駅
肝
録
」
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
の
「
御
朱
印
井
御
証
文
其
外
御

（
７
）

用
通
賃
伝
馬
一
一
而
往
来
候
分
書
付
」
で
は
、
継
飛
脚
は
老
中
証
文
・
京
都
所

司
代
証
文
・
大
阪
城
代
証
文
・
駿
府
城
代
証
文
・
勘
定
奉
行
証
文
に
よ
っ
て

継
立
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
田
村
栄
太
郎
氏
も
「
近
世
日
本
交
通

史
」
で
幕
吏
の
中
で
こ
の
継
飛
脚
を
利
用
し
得
る
資
格
が
あ
る
も
の
は
、
前

述
し
た
よ
う
な
老
中
・
京
都
所
司
代
・
大
阪
城
代
・
駿
府
城
代
・
勘
定
奉
行

そ
れ
に
京
都
町
奉
行
・
道
中
奉
行
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
「
御
伝
馬
方
旧

記
」
に
よ
る
と
、

（
８
）

〔
例
一
〕
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
両
伝
馬
町
名
主
に
道
中
奉
行
が
、
老
中

二
八

証
文
・
道
中
奉
行
の
触
状
の
あ
る
も
の
以
外
は
継
立
な
い
様
に
と
命
じ
て
い

る
。（
９
）

〔
例
二
〕
享
保
七
年
（
一
七
二
一
一
）
勘
定
奉
行
の
便
で
あ
る
中
村
金
右
術
門

の
御
尋
に
対
し
て
、
馬
込
勤
解
由
が
継
立
は
老
中
証
文
だ
け
で
な
く
勘
定
奉

行
の
証
文
で
も
先
例
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

（
、
）

〔
例
三
〕
享
保
九
年
（
’
七
一
一
四
）
の
「
人
足
之
儀
御
尋
二
付
差
出
侯
書
付
」

で
は
、
両
伝
馬
町
名
主
が
老
中
証
文
・
道
中
奉
行
の
添
書
に
て
継
立
る
こ
と

を
明
記
し
て
い
る
。

（
ｕ
）

〔
例
四
〕
寛
延
四
年
（
’
七
五
一
）
に
は
御
証
文
以
外
の
封
状
を
間
違
っ
て

継
立
て
し
ま
う
が
、
後
で
こ
れ
は
先
例
に
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
だ
と
、
一
応

書
付
を
出
し
上
申
し
て
い
る
。

（
⑫
）

〔
例
五
〕
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
は
南
伝
馬
町
の
一
口
沢
主
計
が
道
中
奉

行
に右
御
証
文
之
儀
御
老
中
様
御
証
文
か
、
又
者
道
中
御
奉
行
様
御
証
文
無
し

之
候
得
者
、
難
一
一
相
送
一

と
し
、
佐
渡
奉
行
荒
川
助
九
即
の
宿
継
証
文
で
は
継
立
が
出
来
な
い
と
訴
え

て
い
る
。

（
週
）

〔
例
六
〕
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
に
封
状
継
立
を
依
頼
さ
れ
る
が
、
正
徳

四
年
二
七
一
四
）
の
定

正
徳
四
午
三
月
十
九
日
町
御
奉
行
中
山
出
雲
守
様
御
番
所
一
一
而

被
二
仰
渡
一

一
、
向
後
急
御
用
一
一
而
、
従
一
一
諸
向
一
状
箱
井
封
状
来
候
歎
、
縦
封
状
計
一
一
而

被
一
一
差
越
一
候
共
、
以
来
者
急
度
取
次
申
間
敷
、
勿
論
御
証
文
職
、
道
中

御
奉
行
汐
被
二
仰
遣
一
侯
由
一
一
而
被
二
仰
付
一
侯
、
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を
理
由
と
し
て
、
証
文
や
道
中
奉
行
か
ら
の
通
達
の
な
い
封
状
継
立
を
断
っ

て
い
る
。

（
魁
）

〔
例
七
〕
翌
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
は
、
急
用
の
た
め
先
例
に
な
く
（
寛

延
四
年
の
〔
例
巴
に
間
違
っ
て
継
立
た
こ
と
は
あ
る
が
）
証
文
の
な
い
御
状
箱

で
は
あ
る
が
継
立
て
い
る
。

以
上
江
戸
伝
馬
町
の
七
例
か
ら
見
る
と
、
老
中
・
道
中
奉
行
の
証
文
は
明

確
に
継
飛
脚
を
利
用
す
る
資
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
勘
定
奉
行

に
つ
い
て
は
〔
例
二
〕
で
わ
か
る
よ
う
に
、
勘
定
奉
行
の
証
文
で
は
先
例
が

あ
っ
た
か
ら
継
立
て
い
る
と
態
々
理
っ
て
い
る
所
か
ら
見
て
も
、
絶
対
的
な

資
格
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
江
戸
伝
馬
町
で
は
、
京

都
・
大
阪
か
ら
来
た
御
用
物
・
御
状
箱
は
取
扱
わ
ず
、
京
都
所
司
代
等
の
資

格
を
裏
付
け
る
史
料
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

な
お
〔
例
二
・
四
・
七
〕
の
先
例
を
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

継
飛
脚
の
制
度
は
順
次
に
整
備
さ
れ
つ
つ
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
江
戸
幕
府

の
他
の
諸
制
度
と
同
様
に
、
慣
例
的
な
要
素
が
強
く
、
積
極
的
な
政
策
は
少

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
継
飛
脚
人
足
に
つ
い
て
述
べ
て
ふ
る
と
、
宿
駅
で
は
御
状
箱
と
御

用
物
と
で
は
継
立
る
人
に
相
違
が
あ
り
、
享
和
一
一
一
年
（
一
八
○
三
）
「
島
田

（
咽
）

宿
書
上
控
」
に
よ
る
と
、
江
一
戸
・
京
都
・
大
阪
等
に
運
ば
れ
る
証
文
付
の
御

状
箱
は
継
飛
脚
の
者
達
が
問
屋
場
に
昼
夜
に
渡
っ
て
詰
め
、
到
着
す
る
と
即

刻
次
の
宿
に
継
立
て
い
た
。
一
方
御
用
物
の
継
立
は
品
物
の
大
小
で
宿
人
足

に
割
当
て
、
大
き
い
物
は
十
人
掛
り
、
小
さ
い
物
は
四
人
掛
り
で
継
送
っ
て

い
た
。
こ
の
様
に
御
状
箱
と
御
用
物
と
で
は
、
継
飛
脚
の
者
と
宿
人
足
と
の

相
違
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
前
者
の
継
飛
脚

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

の
者
つ
ま
り
御
状
箱
持
夫
に
つ
い
て
で
あ
る
。

さ
て
御
状
箱
持
夫
に
な
る
に
は
請
状
を
出
し
た
が
、
品
川
宿
の
「
御
状
箱

（
妬
）

持
夫
請
役
之
者
加
判
請
状
之
事
」
に
よ
る
と

一
、
御
老
中
や
遠
国
御
役
人
の
宿
継
証
文
に
よ
る
継
立
の
御
状
箱
や
通
例

の
御
状
箱
も
遅
滞
な
き
様
に
し
ま
す
。

二
、
下
り
の
御
状
箱
は
御
用
番
・
御
台
所
や
其
外
の
御
役
人
方
に
持
込
む

時
、
御
役
人
様
に
無
礼
の
な
い
様
に
十
分
気
を
付
け
て
勤
め
ま
す
。

三
、
往
来
の
入
念
に
迷
惑
を
掛
け
な
い
様
に
慎
承
、
万
一
長
期
間
病
気
に

な
っ
た
り
、
ま
た
は
気
に
入
ら
な
か
っ
た
ら
他
の
者
に
替
え
て
も
よ
ろ

し
い
で
す
。

庄
兵
衛
店
新
助
店
新
助
店
善
六
店

と
あ
り
、
右
三
ケ
条
の
誓
約
を
し
て
、
金
次
郎
・
兼
吉
・
清
兵
衛
・
長
吉
・

耀
鵬
店
望
罐
・
一
瀧
蛎
術
・
艇
繍
が
八
人
が
、
各
々
証
人
を
付
け
加
判
連
署

（
、
）

し
て
あ
る
。
ま
た
御
油
宿
の
「
御
継
飛
脚
証
文
之
事
」
に
は
、
御
状
箱
持
夫

が
昼
夜
に
限
ら
ず
勤
め
、
持
運
に
気
を
付
け
刻
限
を
厳
守
し
、
一
日
一
夜
も

滞
ら
な
い
様
勤
め
る
こ
と
を
誓
約
し
、
そ
し
て
各
を
一
人
の
請
人
を
立
て
、

周
作
・
市
蔵
・
万
作
・
兵
左
衛
門
・
新
六
・
与
平
次
・
伝
右
術
門
・
甚
蔵
・

喜
太
夫
・
新
作
の
十
人
が
加
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
ら
継
飛
脚
の
者
つ
ま
り
御
状
箱
持
夫
の
人
数
を
列
記
し
た
表
Ａ

を
見
る
と
、
各
宿
そ
の
名
称
だ
け
で
も
一
様
で
な
く
、
人
数
も
十
二
人
か
ら

四
人
と
一
定
で
は
な
い
、
勿
論
継
飛
脚
給
米
の
比
率
と
も
一
致
し
て
い
な

い
。
そ
し
て
表
Ａ
の
史
料
か
ら
は
追
求
出
来
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
各
宿
駅

は
年
代
の
推
移
と
共
に
継
飛
脚
の
者
の
人
数
に
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
九
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表Ａ継飛脚人足人数

-１１－１コ 法
政
史
学
第
二
十
一
一
一
号

卸状箱]寺夫１８ IIT中｜中券・旧 うｐｅ

保土ケ谷｜御継飛脚定役’６１「保土ケ谷区郷士史｣上巻793～5頁’２０石４斗８升

島|御状箱取扱役'４１｢東海道宿村大概帳」（壯交搬料集い'61石4斗6升
原｜御状箱持夫

藤枝|蓋禦篶持

同上

同上

｢藤枝宿と瀬戸川川越｣16頁

25石９斗３升６合

27石８斗２升９合

、
’
８
８

lｌＩｌ
｢東海道宿村大概帳」

｢島田市史｣中巻・166頁島Ⅲ|蓋鱸脚之者 29石８升１合

に’
｢東海道宿村大概帳」

｢東海道御Ⅲ赤坂交通史料｣,煩''7石7椚胎御抽|鰯蓑脚
赤坂｜飛脚番 ６１「東海道宿村大概帳」 15石６斗７升

岡崎｜飛脳 B仁

池鯉鮒｜御状箱持飛脚’８１同上 34石５斗７升４合

'２１同上亀山｜飛脚 17石１斗６升７合

土山｜御書飛脚’６１同上 24石４斗５升２合

１

６
６

１

石部|鯛
同上

｢石部町史｣139頁
24石４斗７升７合

草津|御書飛脚’'01繧皀雷Ｊ１懸鶏｡薄の特質'36石5判升胎

表Ｂ御状箱継立刻限 (註)１時＝２時間

①元禄9雫,696)|②元禄'3雫1700)|③宝暦'3年（1763）
京都ヨリ江戸マデ

４１時
４５時

※無刻２８～30時

京都ヨリ江戸マデ
急御用３３～34時
中急御用４日
常体５日

江戸ヨリ京都マデ
急御用２９～30時
普通３２～33時

大急御用
中急御用
常体

５日

６日

７日

大阪ヨリ江戸マデ

４８時

江戸ヨリ大阪マデ
急御用３２～33時
普通３６～37時

大阪ヨリ江戸マデ
急御用３７～38時
中急御用４日半
常体５日

大急御用
中急御用
常体

５日半
６日

８日

○

御証文付御状箱刻限|議御役人御用状問屋

①
②
③
Ｉ

｢篤旧制菫辮に｣）
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さ
ら
に
継
立
日
限
の
変
化
に
つ
い
て
表
Ｂ
か
ら
考
察
す
る
、
ま
ず
①
の
元
禄

九
年
（
一
六
九
六
）
と
③
の
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
を
比
較
す
る
と
、
江

戸
・
京
都
間
の
急
御
用
は
①
が
四
時
早
く
、
江
戸
・
大
阪
間
に
於
て
も
急
御
用

は
①
の
方
が
五
時
早
く
、
そ
の
上
に
①
の
普
通
で
さ
え
も
③
の
急
御
用
よ
り
一

時
早
い
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
だ
け
見
る
と
、
年
代
が
進
む
に
つ
れ
て
日
限
は

却
っ
て
遅
く
な
っ
た
様
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
常
に
継
立
の
速
度
は

無
理
を
す
れ
ば
②
の
無
刻
の
様
に
短
縮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま

た
こ
の
頃
の
江
戸
よ
り
京
都
・
大
阪
ま
で
の
継
立
日
限
は
普
通
延
享
五
年
（
一

七
四
八
）
・
宝
暦
元
年
（
一
七
五
一
）
・
同
二
年
の
実
例
で
は
何
れ
も
三
日
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
①
の
日
限
は
一
般
的
に
行
な
わ
れ
た
継
立
日
限
で
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
無
理
が
余
り
な
く
確
実
な
継

立
日
限
は
②
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
こ
で
さ
ら
に
②
と
③
を
比
較
す
る
と
、
②
の

京
都
・
江
戸
間
の
無
刻
と
一
一
一
一
口
う
最
急
使
の
二
十
八
’
一
一
一
十
時
は
別
と
し
て
、
京

都
・
江
戸
間
の
急
御
用
は
①
が
七
・
八
時
も
②
を
短
縮
し
、
大
阪
・
江
戸
間
も

③
が
②
を
十
・
十
一
時
も
同
様
に
短
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
大

事
な
こ
と
は
③
で
御
証
文
付
御
状
箱
刻
限
は
急
御
用
・
中
急
御
用
・
常
体
と
、

そ
れ
に
諸
御
役
人
御
用
状
間
屋
賄
は
大
急
御
用
・
中
急
御
用
・
常
体
と
言
う
一
一
一
一
口

葉
で
詳
細
に
区
別
さ
れ
て
来
て
い
る
様
に
、
継
立
日
限
は
短
縮
さ
れ
て
い
る
だ

け
で
な
く
、
整
備
も
さ
れ
て
来
た
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
宝
暦
十
三
年
二
月

（
四
）

四
日
に
は
、
御
目
付
が
．
泉
都
ま
で
御
奉
書
を
継
送
る
の
に
刻
付
と
日
切
の
何

方
が
早
い
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
江
戸
伝
馬
町
の
馬
込
勘
解
由
は
「
刻

付
と
日
切
の
何
方
も
大
体
同
様
で
あ
る
が
、
急
ぐ
な
ら
日
切
の
方
が
良
い
だ
ろ

う
」
と
答
え
て
お
り
、
継
立
時
間
の
指
定
の
こ
と
ま
で
も
色
々
考
慮
さ
れ
る
様

に
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

こ
の
継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
障
害
を
、
江
戸
の
伝
馬
町
を
中
心
に
眺

（
、
）

め
て
見
る
と
、
ま
ず
伝
馬
町
で
は
御
伝
馬
役
は
月
番
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。

毎
月
一
日
よ
り
十
五
日
ま
で
は
大
伝
馬
町
の
馬
込
勘
解
由
が
行
な
っ
て
お

り
、
十
六
日
か
ら
晦
日
ま
で
は
南
伝
馬
町
の
吉
沢
主
計
・
高
野
新
右
衛
門
・

小
宮
善
右
衛
門
が
順
番
に
勤
め
、
品
川
・
千
住
・
高
井
戸
・
板
橋
等
の
各
街

道
の
口
々
に
継
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
継
立
る
御
状
箱
や
御
用
物

は
、
享
保
七
年
（
’
七
一
一
二
）
に
松
平
大
隅
守
（
島
津
継
豊
）
に
継
立
た
御

（
卯
）

状
箱
の
例
に

大
隅
守
芝
屋
敷
江
早
速
人
足
可
し
被
一
一
差
越
一
候
、

と
あ
る
様
に
、
伝
馬
町
の
方
か
ら
芝
の
屋
敷
ま
で
受
取
り
に
出
向
い
て
お

（
、
）

り
、
翌
八
年
に
も

月
行
事
・
役
人
差
添
、
人
足
召
連
御
屋
敷
江
参
り
、
御
荷
物
品
川
江
差
越

中
候
、

と
、
や
は
り
伝
馬
町
が
受
取
り
に
行
っ
て
い
る
同
例
が
あ
る
が
、
ま
た
一
方

（
犯
）

延
一
孚
五
年
（
一
七
四
八
・
寛
延
元
年
）
に
は

御
状
箱
御
徒
目
付
小
櫛
七
十
即
殿
御
持
参
、
則
品
川
江
差
越
候
、

（
羽
）

と
あ
り
、
翌
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
に
も

御
徒
目
付
大
熊
新
助
殿
御
持
参
午
中
刻
前
請
取
差
上
、
則
品
川
江
持
送
り

候
、

と
あ
る
様
に
、
こ
の
場
合
に
は
逆
に
御
徒
目
付
が
伝
馬
町
に
持
参
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
一
一
様
の
方
法
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
宝
暦
四
年
（
一
七

（
鰹
）

五
四
）
一
月
四
日
に
は

一一一一

■■■■

■■■■■■
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法
政
史
学
第
二
十
三
号

一
、
右
二
付
同
月
四
日
が
宿
継
之
儀
以
来
御
徒
目
付
御
持
参
二
相
成
候
事
、

と
、
以
後
は
御
徒
目
付
が
伝
馬
町
に
持
参
す
る
規
定
に
確
定
し
た
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
「
御
伝
馬
方
旧
記
」
の
中
で
宝
暦
四
年
以
後
の
史
料
を
見
て

も
、
前
述
の
享
保
七
・
八
年
の
様
な
伝
馬
町
の
方
か
ら
態
を
出
向
い
て
い
る

例
は
な
く
、
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
・
同
十
二
年
に
各
二
回
、
宝
暦
七
年
・

明
和
四
年
二
七
六
七
）
に
各
一
回
見
ら
れ
る
各
例
悉
く
御
徒
目
付
が
伝
馬

町
に
持
参
す
る
方
法
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
点
か
ら
宝
暦
四

年
の
規
定
は
実
際
に
施
行
さ
れ
た
こ
と
も
裏
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
前
記
の
如
く
伝
馬
町
に
届
け
ら
れ
た
御
状
箱
や
御
用
物
の
、
継
立
に

伴
う
人
為
的
・
自
然
的
障
害
に
つ
い
て
以
下
述
べ
て
行
き
た
い
と
思
う
。

㈹
破
損
．
よ
ご
れ
等

継
立
の
時
に
起
る
諸
念
の
破
損
や
よ
ご
れ
等
は
、
各
宿
駅
何
れ
の
責
任
か

は
問
題
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
伝
馬
町
で
は
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
十

（
溺
）

二
月
九
日
に

依
し
之
向
後
墨
付
・
よ
こ
れ
・
紙
地
あ
れ
共
請
書
一
一
認
入
申
筈
二
罷
成
候
、

と
あ
る
様
に
、
破
損
や
よ
ご
れ
の
詳
細
を
一
を
請
書
に
明
記
す
る
こ
と
に
な

（
邪
）

っ
て
お
り
、
翌
同
四
年
二
月
三
十
日
に
は
一
層
そ
の
徹
底
を
計
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
そ
の
上
宝
暦
十
二
年
一
一
一
月
十
二
日
御
徒
目
付
後
藤
弥
兵
術
が
尋
ね
た

（
酌
）

の
に
対
し
て
、
馬
込
勘
解
由
が
答
え
て
い
る
中
に
、
今
ま
で
の
請
書
と
は
別

に
し
て
破
損
や
よ
ご
れ
等
の
こ
と
を
書
く
様
な
方
式
に
な
っ
て
来
て
い
る
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
別
紙
に
記
載
す
る
例
は
す
で
に
宝
暦
五
年
三
月

十
日
に
見
え
る
が
、
両
伝
馬
町
共
に
、
別
紙
が
何
項
よ
り
始
ま
っ
た
か
明
ら

か
で
な
い
と
答
え
て
い
る
。
だ
が
し
か
し
宝
暦
十
二
年
の
史
料
を
見
る
限
り

で
は
、
宝
暦
十
二
年
頃
に
は
別
紙
に
記
載
す
る
方
法
が
、
慣
例
に
な
っ
て
い

た
こ
と
は
確
な
こ
と
で
あ
る
。

次
に
こ
の
様
な
破
損
や
よ
ご
れ
等
の
例
は

（
配
）

宝
暦
三
年
十
二
月
九
日

御
状
箱
に
墨
付（”
）

同
四
年
一
月
三
日

御
状
箱
に
破
損

（
釦
）

同
四
年
二
月
二
十
七
日

証
文
に
墨
星
よ
ご
れ

（
、
）

同
四
年
二
月
二
十
八
日

同
右

（
犯
）

同
五
年
三
月
十
日

証
文
に
地
星

但
御
印
の
移
り

（
調
）

同
七
年
十
一
月
七
日

請
書
に
落
字
（
鍵
）

同
九
年
四
月
八
日

御
用
物
に
破
損（妬
）

同
九
年
十
二
月
五
日

御
状
箱
に
破
損
（
妬
）

同
十
一
年
八
月
四
日

証
文
に
紙
の
生
星

（
ｗ
）

同
十
一
年
九
月
二
十
三
日

証
文
に
紙
地
星

証文に鴎棚（翌
同
十
一
年
九
月
一
一
十
七
日

同
十
一
一
年
三
月
八
日

証
文
に
干
支
の
誤
り

（
釦
）

同
十
二
年
五
月
二
十
日

証
文
に
よ
ご
れ

（
且
）

同
十
二
年
六
月
一
日

請
書
に
誤
字（鰹
）

同
．
十
二
年
七
月
七
日

証
文
に
墨
星

（
銅
）

同
十
二
年
十
一
月
十
一
二
日

御
状
箱
上
包
に
破
れ

（
坐
）

明
和
四
年
八
月
十
日

御
用
物
封
印
に
疵

等
灸
の
沢
山
の
例
が
見
ら
れ
、
御
状
箱
・
御
用
物
や
そ
の
証
文
・
請
書
に
あ

る
所
の
破
損
．
よ
ご
れ
（
墨
付
・
地
星
・
生
星
）
・
落
字
・
誤
字
及
び
干
支

の
誤
り
等
を
記
す
こ
と
は
、
継
立
の
仕
事
の
上
で
も
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
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ら
れ
る
。
例
え
ば
前
記
の
史
料
に

御
証
文
之
表
、
御
印
之
脇
二
少
シ
紙
之
生
星
二
ヶ
所
、
同
上
之
方
二
紙
之

生
星
弐
ヶ
所
有
し
之
候
、

ま
た
は

宿
継
御
証
文
御
表
之
方
江
壱
ヶ
所
、
御
裏
方
江
壱
ヶ
所
小
キ
墨
星
相
見
候
、

等
と
、
破
損
や
よ
ご
れ
の
個
所
を
詳
細
に
書
い
て
あ
る
こ
と
や
、
品
川
宿
安

政
四
年
（
一
八
五
七
）
の
「
書
役
請
状
」
に
も
そ
の
こ
と
を
気
を
付
け
て
見

る
よ
う
に
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
破
損
や
よ
ご
れ
等
の
記
載
は
責
任
問
題
か

ら
、
各
宿
駅
の
継
立
所
で
は
神
経
を
使
う
仕
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

②
口
論

次
に
延
着
の
一
原
因
に
も
な
っ
た
口
論
は
、
継
飛
脚
の
横
暴
に
対
す
る
人

戈
の
反
感
が
理
由
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
享
和
二
年
（
一
八

（
妬
）

○
二
）
に
十
返
舎
一
九
が
書
い
た
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
の
一
節
に
、
一
二
島

宿
で
護
摩
の
灰
に
お
金
を
盗
ま
れ
て
力
を
落
し
て
い
る
弥
次
さ
ん
が
沼
津
宿

に
行
く
途
中
、
御
状
箱
を
担
い
だ
人
足
が
「
エ
イ
さ
つ
さ
ノ
ー
ノ
、
」
の
掛

声
と
共
に
章
駄
天
の
様
に
二
人
を
駈
抜
け
、
弥
次
さ
ん
の
小
び
ん
の
先
に
御

状
箱
の
角
を
打
付
け
た
の
で
、
弥
次
さ
ん
が
「
ア
、
ア
、
い
た
い
ノ
ー
・
た

ん
の
因
果
で
こ
ん
な
目
に
あ
う
か
。
お
ら
ア
し
に
た
く
な
っ
た
」
と
歎
く
場

面
が
あ
る
が
、
こ
の
様
な
弥
次
さ
ん
の
言
葉
は
、
当
時
の
一
般
庶
民
の
縦
飛

脚
の
権
威
を
後
楯
に
し
た
横
暴
な
振
舞
に
対
す
る
反
感
の
気
持
を
代
表
し
て

い
る
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
口
論
の
根
底
的
な
原
因
に
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
様
に
継
飛
脚
の
者
を
横
暴
だ
と
す
る
一
般
的
な
見
方
に
対
し

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

て
、
彼
等
継
飛
脚
の
者
に
も
言
分
は
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
、
江
戸

伝
馬
町
で
は
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
十
二
月
十
五
日
に
出
し
た
「
乍
レ
恐

以
一
一
書
付
一
御
訴
訟
申
上
侯
」
に
協
惣
、
継
飛
脚
が
横
暴
な
振
舞
だ
と
一
般
に

見
ら
れ
る
理
由
を
一
一
つ
挙
げ
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、
伝
馬
町
の
継
立
範
囲
の
道
は
人
の
往
来
が
激
し
く
、
そ
の

上
牛
馬
・
駕
篭
・
車
や
世
利
商
人
等
も
多
数
瓶
る
為
に
、
道
中
が
煩
雑
と
な

り
、
そ
れ
故
自
然
と
継
飛
脚
の
者
の
掛
声
が
高
く
な
る
こ
と
、
第
二
に
は
、

刻
限
に
遅
れ
な
い
様
に
急
ぐ
為
に
、
つ
い
継
飛
脚
の
者
が
人
を
避
け
た
り
し

な
い
故
だ
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
点
の
理
由
は
継
飛
脚
の
性
質
上
十
分
考

噸
し
て
然
る
可
ぎ
し
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
当
時
の
一
般
庶
民
が
、
幕
府
の
権
威
を
後
楯
に
肩
で
風
を
切
っ
て

道
中
を
脅
か
す
継
飛
脚
の
者
に
反
感
を
抱
き
、
弥
次
さ
ん
の
言
葉
の
様
な
心

境
で
見
て
い
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
口
論
は
常
に
避
け

難
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
で
伝
馬
町
も
刻
限
が
遅
れ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
、
継
飛
脚
の
者
に
口
論
を
仕
掛
け
た
り
、
石
を
役
付
け
た
り
す
る
人

が
な
い
様
に
訴
え
て
い
る
が
、
そ
の
効
果
は
な
く
、
口
論
は
震
起
っ
て
い

る
。
以
下
具
体
的
な
例
で
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
釘
）

最
初
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
一
月
六
日
に
品
川
宿
に
継
立
る
途
中
の

芝
井
町
で
、
金
杉
浜
町
孫
兵
術
店
平
右
術
門
の
弟
で
肴
売
り
を
し
て
い
る
権

次
郎
と
同
所
通
四
丁
目
庄
兵
術
店
の
六
方
術
門
の
両
人
が
正
月
気
分
で
酒
に

酔
っ
て
、
御
状
箱
持
夫
に
口
論
仕
掛
け
、
そ
の
為
に
御
用
物
が
少
を
破
損

し
、
そ
の
上
普
通
で
あ
れ
ば
一
時
間
で
着
く
所
を
三
時
間
も
掛
り
二
時
間
の

延
着
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
双
方
と
も
こ
の
事
件
を
内
々
で
済
ま
せ

た
か
っ
た
様
で
あ
る
が
、
同
月
八
日
に
は
江
戸
町
奉
行
能
勢
肥
後
守
（
頼
一
）

一一一一一一
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か
ら
、
権
次
郎
と
六
右
術
門
の
方
は
手
鎖
を
申
付
け
ら
れ
、
御
状
箱
持
夫
は

何
事
も
な
く
終
っ
て
い
る
。

（
鉛
）

次
に
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
十
月
二
日
に
京
都
か
ら
の
下
り
御
状
箱

を
、
品
川
宿
か
ら
御
用
番
の
松
平
右
近
将
監
（
武
元
）
の
所
に
持
送
っ
た

時
、
松
平
の
門
前
で
山
口
修
理
亮
（
弘
長
）
の
下
男
六
人
と
口
論
し
て
御
状

箱
持
夫
は
打
鐵
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
果
は
御
状
箱
持
夫
に
は
何
等
の
答
め
な

く
、
相
手
の
山
口
弘
長
の
下
男
六
人
の
内
三
人
に
は
、
翌
年
の
三
月
四
日
に

江
戸
町
奉
行
依
田
和
泉
守
（
政
次
）
か
ら
追
放
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

（
鍋
）

そ
し
て
明
和
九
年
（
一
七
七
一
一
）
四
月
二
十
三
日
に
は
、
品
川
宿
に
縦
送

る
途
中
の
芝
田
町
六
丁
目
で
、
松
平
薩
摩
守
の
火
消
道
具
を
運
ぶ
人
足
と
口

論
に
及
び
ま
た
御
状
箱
持
夫
が
打
榔
さ
れ
て
、
こ
の
結
果
も
御
状
箱
持
夫
に

は
有
利
に
運
ば
れ
、
江
戸
町
奉
行
牧
野
大
隅
守
（
成
賢
）
の
裁
決
に
よ
っ
て

松
平
側
の
人
足
の
一
人
は
入
牢
を
申
付
け
ら
れ
、
そ
の
他
の
者
は
手
鎖
を
申

付
け
ら
れ
て
い
る
。
（
そ
の
後
、
こ
の
事
件
は
内
済
に
な
っ
て
い
る
。
）

此
等
の
判
決
の
何
れ
も
伝
馬
町
側
の
有
利
な
結
果
に
な
っ
て
い
る
が
、
前

記
の
史
料
は
総
て
「
御
伝
馬
方
旧
記
」
に
よ
る
伝
馬
町
側
の
史
料
で
あ
る
為

で
、
口
論
の
何
れ
も
が
御
状
箱
持
夫
が
正
し
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

し
、
此
等
の
判
決
は
継
飛
脚
が
い
か
に
幕
府
の
権
威
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て

い
た
か
推
測
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
次
に
品
川
宿
を
見
て
承
る
と
、
前
述
と
は
反
対
に
御
状
箱
持
夫
が

詑
び
て
い
る
例
も
あ
る
。
そ
れ
は
時
代
は
下
る
が
、
天
保
四
年
（
一
八
三
一
一
一
）

三
月
十
一
一
日
に
口
論
と
は
相
違
す
る
が
、
南
品
川
四
丁
目
の
往
来
に
於
て
御

状
箱
持
夫
が
老
婆
を
突
倒
す
と
言
う
事
件
が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
御

（
印
）

状
箱
持
夫
が
「
御
状
箱
持
夫
四
丁
目
一
件
二
付
取
締
請
印
」
を
出
し
て
い

三
四

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
以
後
は
継
立
の
時
に
横
暴
な
る
振
舞
は
決
し
て
し
ま
せ

ん
。
特
に
足
弱
な
老
人
や
子
供
に
は
気
を
付
け
、
ま
た
ぶ
つ
か
っ
て
怪
我
を

さ
せ
れ
ば
自
然
と
延
着
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
平
常
か
ら
気
を
付
け
る
様

に
す
る
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
御
状
箱
持
夫
に
な
る
折
に
出
す
「
御
状
箱
持
夫
請
役
之
者
加
判

（
皿
）

請
状
之
事
」
で
三
ケ
条
誓
約
し
て
い
る
中
に

一
、
私
共
御
役
相
勤
御
用
筋
二
候
辿
、
往
来
之
者
江
対
シ
が
さ
つ
之
義
無
し

之
様
急
度
相
慎
ミ
可
し
申
侯
、

と
あ
り
、
御
状
箱
持
夫
は
往
来
の
人
に
迷
惑
を
掛
け
る
様
な
横
暴
な
る
振
舜

を
し
な
い
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
最
初
に
述
べ
た
弥
次
さ
ん
の
言
葉
の
発
想

か
ら
は
、
継
飛
脚
は
幕
府
の
権
威
を
後
楯
に
し
て
横
暴
に
振
舞
っ
た
様
で
は

あ
る
が
、
し
か
し
継
飛
脚
自
身
か
ら
考
え
れ
ば
人
に
ぶ
つ
か
ら
な
い
為
、
さ

ら
に
延
着
し
な
い
為
に
も
、
自
然
掛
声
が
高
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
一

般
に
は
そ
れ
が
逆
効
果
を
招
き
反
感
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
口
論
が
継
立
の
大
き
な
人
為
的
障
害
と
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

㈹
延
着

延
着
理
由
の
一
つ
で
あ
る
口
論
に
つ
い
て
は
前
の
何
で
述
べ
た
が
、
そ
の

他
の
延
着
理
由
と
し
て
橋
の
流
失
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
大
き
な
自
然
的

障
害
と
な
っ
た
こ
と
は
確
で
あ
り
、
明
和
三
年
（
一
七
六
六
）
六
月
二
十
九

（
躯
）

日
に
は
、
伝
馬
町
か
ら
日
光
街
道
口
の
千
住
に
松
平
右
近
将
監
（
武
元
）
よ

り
日
光
奉
行
宛
に
出
し
た
御
状
箱
を
縦
送
っ
た
折
に
、

出
水
二
付
小
塚
原
大
橋
五
六
間
流
失
二
付
渡
海
無
し
之
往
来
留
り
候
、
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と
報
じ
て
い
る
様
に
、
大
橋
が
九
’
十
一
メ
ー
ト
ル
も
流
失
し
た
た
め
に
、

往
来
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
延
着
し
て
い
る
例
が
あ
る
。
な
お
こ
の
処
置
と

し
て
は
、
御
状
箱
持
夫
が
小
塚
原
名
主
の
弥
右
衛
門
よ
り
橋
の
流
失
に
付
往

来
出
来
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
書
付
を
貰
っ
て
伝
馬
町
に
帰
り
、
そ
し
て
そ

の
旨
を
江
戸
町
奉
行
依
田
豊
前
守
（
政
次
）
に
報
告
し
、
そ
の
御
状
箱
は
次

の
継
立
ま
で
南
伝
馬
町
の
吉
沢
主
計
が
保
管
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
延
着
理
由
と
し
て
は
、
川
の
満
水
に
よ
っ
て
渡
河
不

可
能
の
場
合
が
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
様
な
障
害
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

が
、
小
田
原
の
片
岡
文
書
の
中
に
あ
る
天
保
七
年
（
’
八
三
六
）
（
伽
「
品
川

宿
御
継
所
汐
宿
ご
江
差
送
り
候
、
御
状
箱
・
御
用
物
御
断
書
雛
形
写
」
に
よ

る
と
、
満
水
の
御
断
書
の
雛
形
が
態
々
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
継
立

の
大
き
な
自
然
的
障
害
と
な
り
、
延
着
の
主
な
理
由
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
る
と
、
前
の
㈹
で
述
べ
た
破
損
及
び

よ
ご
れ
等
で
も
克
明
に
請
書
や
別
紙
に
記
し
て
い
る
が
如
く
、
受
渡
の
日
付

や
刻
限
そ
し
て
何
処
の
川
で
支
障
を
来
し
、
何
処
の
宿
村
に
て
延
着
し
た
の

か
を
、
詳
細
に
記
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
様
に
延
着
理
由
と
し
て
は
、
口
論
・
橋
の
流
失
や
川
の
満
水
が
大
き

な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
細
か
い
理
由
は
ま
だ
ま
だ
あ
り
、

継
立
の
困
難
さ
は
財
政
的
な
面
だ
け
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ

る
。そ
れ
で
は
次
に
延
着
の
具
体
例
を
上
げ
る
と
、
延
享
四
年
二
七
四
七
）

七
月
十
一
（
肥
に
東
海
道
五
十
三
宿
と
熱
田
・
桑
名
宿
間
を
中
継
し
た
所
の
岩

塚
・
神
守
・
佐
屋
の
一
一
一
宿
そ
れ
に
伏
見
・
淀
・
枚
方
・
守
口
の
四
宿
、
以
上

（
弱
）

六
十
宿
の
問
屋
及
び
御
継
所
か
ら
大
阪
の
番
所
に
「
御
状
箱
御
請
取
手
形
刻

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

附
」
を
差
出
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
普
通
に
は
、
江
戸
・
大
阪
間
は
四

（
記
）

日
間
〔
こ
れ
は
一
元
禄
十
三
年
一
月
の
「
御
状
箱
剋
限
」
よ
り
推
定
す
る
。
〕
で

継
立
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
の
時
は
七
日
間
も
掛
っ
て
い
る
。
こ
の
理
由
と

し
て
は
、
第
一
に
品
川
宿
に
於
て
、
大
阪
宛
の
御
状
箱
と
京
都
宛
の
御
用

物
・
御
状
箱
を
一
緒
に
継
立
よ
う
と
し
て
手
間
取
り
延
着
し
た
こ
と
を
証
言

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
一
一
に
は
、
箱
根
宿
の
人
足
が
三
島
宿
に
継

送
る
間
に
、
品
川
宿
の
人
為
的
障
害
と
は
異
な
り
、
橋
の
流
失
。
満
水
と
同

様
な
大
雨
・
大
風
の
自
然
的
な
障
害
が
理
由
と
な
っ
て
い
た
。

以
上
二
つ
の
延
着
理
由
を
文
字
通
り
に
受
取
れ
ば
、
僅
か
約
五
時
間
の
遅

滞
で
し
か
な
く
、
三
日
間
も
遅
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

他
宿
の
刻
付
を
調
べ
る
と
お
か
し
な
点
が
多
く
出
て
く
る
こ
と
か
ら
も
、
も

っ
と
他
に
も
人
為
的
な
延
着
理
佃
跡
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
宝
暦
元

年
（
一
七
五
一
）
十
一
一
月
一
一
十
一
一
一
日
に
勘
定
奉
行
神
尾
若
狭
守
（
春
央
）
が
、
京

都
よ
り
の
御
用
物
を
三
日
限
と
し
て
あ
る
の
に
未
だ
江
戸
に
到
着
し
な
い
の

は
如
何
な
る
理
由
が
あ
る
の
か
と
の
尋
ね
が
あ
り
、
馬
込
勘
解
由
が
そ
の
理

由
を
関
所
通
行
の
際
の
事
務
手
続
の
遅
れ
と
答
え
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、

こ
の
理
由
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
る
様
に
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
だ
他
に
記
さ

れ
て
い
な
い
延
着
理
由
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
例
を
上
げ
て
述
べ

て
い
く
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

で
は
前
章
で
述
べ
た
自
然
的
・
人
為
的
な
障
害
に
対
し
て
、
何
の
様
に
対

処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
宿
駅
側
と
し
て
は
消
極
的
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
前
述
し
た
宝
暦
元
年
の
折
に
見
ら
れ
、
そ
の
場

三
五

￣

■■■■■
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合
は
延
着
し
た
御
用
物
を
江
戸
伝
馬
町
か
ら
神
奈
川
宿
の
手
前
迄
出
迎
に
行

く
位
の
こ
と
で
あ
り
、
逆
も
積
極
的
な
延
着
対
策
と
言
っ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
各
宿
駅
で
は
延
着
の
責
任
回
避
の
仕
方
と
し
て
、
次
の
様
な
こ
と

（
記
）

を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
宝
暦
九
年
（
一
七
五
九
）
七
月
十
八
日
に
、
中

山
道
ロ
の
板
橋
宿
に
継
送
っ
た
節
、
双
方
人
足
に
刻
限
の
相
違
に
つ
い
て
争

論
が
あ
り
、
そ
の
為
な
お
遅
れ
を
取
っ
た
の
で
、
伝
馬
町
の
人
足
が
次
の
蕨

宿
ま
で
継
通
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
仕
方
を
責
任
回
避
の
為
に
行
な
っ

た
の
で
あ
る
、
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
南
伝
馬
町
の
高
野
新
右
術
門
が
先
例

は
未
だ
な
く
、
今
後
こ
の
様
な
こ
と
が
起
ら
ぬ
様
に
と
戒
め
て
お
り
、
こ
の

仕
方
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
東
海
道
の
方
で
は
宝
暦
四
年

（
卵
）

二
月
八
日
に

一
、
京
都
江
被
し
為
し
避
候
油
紙
包
之
御
状
箱
、
燕
時
一
一
而
持
人
共
品
川
江
持

込
候
処
、
品
川
一
一
而
刻
限
押
申
候
二
付
、
即
刻
川
崎
宿
江
持
通
り
、
申
下

刻
前
一
一
請
取
書
取
レ
之
候
、
然
ル
処
品
川
宿
る
達
而
相
詫
、
刻
限
直
し
可

レ
申
由
二
付
、
内
ご
一
雨
相
済
遺
候
事
、
（
以
下
略
）

と
見
え
る
様
に
、
や
は
り
品
川
宿
と
の
刻
限
の
争
論
か
ら
起
り
、
伝
馬
町
人

足
は
延
着
を
恐
れ
川
崎
宿
ま
で
継
通
し
て
、
川
崎
宿
か
ら
請
取
書
を
貰
っ
て

帰
っ
た
例
も
あ
る
。
さ
ら
に
宝
暦
十
年
十
二
月
朴
肥
の
場
合
は
、
前
例
の
様

に
は
簡
単
に
済
ま
ず
訴
訟
に
ま
で
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
経
過
は
や

は
り
品
川
宿
と
の
刻
限
の
争
論
に
始
ま
り
、
伝
馬
町
人
足
が
前
記
の
如
く
川

崎
宿
ま
で
継
通
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
度
の
場
合
は
川
崎
宿
問
屋
藤
右
衛
門

が
、
常
に
は
品
川
宿
よ
り
来
る
の
で
あ
っ
て
、
伝
馬
町
の
馬
込
勘
解
由
の
宛

名
に
て
は
請
取
書
は
出
せ
な
い
と
し
て
、
伝
馬
町
人
足
に
は
請
取
書
を
出
さ

一一一一ハ

ず
、
慣
例
通
り
に
品
川
宿
名
主
利
田
権
次
郎
の
宛
名
で
請
取
書
を
出
し
た
の

で
、
よ
り
一
層
問
題
が
勘
れ
た
の
で
あ
る
が
、
大
伝
馬
町
伝
馬
役
の
馬
込
勘

解
由
が
訴
え
の
理
由
と
し
た
所
の
、
第
一
に
品
川
宿
は
以
前
か
ら
刻
限
付
け

に
誤
魔
化
し
が
あ
り
、
第
二
に
伝
馬
町
・
品
川
宿
間
の
往
還
の
方
が
品
川
・

川
崎
宿
間
よ
り
距
離
と
刻
限
の
割
合
が
悪
く
、
第
三
と
し
て
は
宝
暦
四
年
に

川
崎
宿
よ
り
請
取
書
を
貰
っ
た
先
例
が
あ
る
〔
前
記
の
註
（
理
の
史
料
〕
等

の
言
分
が
こ
の
訴
訟
で
は
利
を
占
め
て
、
以
後
は
、
万
一
伝
馬
町
か
ら
直
接

川
崎
宿
に
継
通
し
た
場
合
に
も
、
川
崎
宿
で
は
伝
馬
町
人
足
に
請
取
書
を
出

す
様
に
裁
決
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
例
で
も
知
ら
れ
る
様
に
、
刻

限
の
争
論
の
原
因
は
継
立
の
受
渡
時
刻
が
早
い
か
遅
い
か
に
あ
り
、
一
因
と

し
て
延
着
の
責
任
回
避
か
ら
、
こ
の
様
な
仕
方
が
出
来
て
き
た
と
見
て
良
い

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
か
ら
、
こ
の
仕
方
は
各
宿
駅
の
ご
く
消
極
的
な

延
着
対
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
幕
府
側
は
継
飛
脚
に
関
し
て
、
極
め
て
細
心
且
つ
厳
格
な

態
度
を
以
っ
て
臨
承
、
宿
駅
を
督
励
指
導
し
、
そ
の
円
滑
な
運
営
に
努
め
て

（
血
）

い
る
。
例
え
ば
、
守
口
宿
の
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
の
史
料
に
、
松
平
右

近
将
監
よ
り
西
下
の
道
中
に
あ
る
酒
井
讃
岐
守
宛
に
継
立
た
御
状
箱
が
延
着

し
た
事
件
が
あ
り
、
そ
の
時
幕
府
は
東
海
道
の
宿
会
に
つ
い
て
御
状
箱
の
継

送
り
状
況
を
調
べ
、
八
ヶ
月
に
渡
る
徹
底
的
な
事
故
原
因
の
追
求
の
後
、
各

宿
駅
に
再
度
の
事
故
発
生
を
厳
戒
し
て
、
そ
の
渋
滞
の
防
止
に
努
め
た
例
が

（
砲
）

あ
り
、
ま
た
三
島
宿
の
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
史
料
に
は
、
継
立
荷
物

紛
失
の
場
合
に
問
屋
場
か
ら
荷
主
に
弁
償
し
た
例
が
、
そ
し
て
文
化
十
四
年

（
閃
）

（
一
八
一
七
）
八
月
に
は
、
川
崎
宿
の
人
足
が
御
用
状
を
特
逃
し
た
事
件
が

起
り
、
一
人
は
獄
門
他
の
二
人
は
道
中
筋
稼
差
止
め
の
上
江
戸
払
の
厳
罰
に
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（
鰹
）

処
せ
ら
れ
、
宿
役
人
ｊ
も
厳
戒
さ
れ
た
例
ｊ
も
あ
り
、
「
徳
川
禁
令
考
」
に
ｊ
も
金

子
の
入
っ
た
書
状
か
ら
金
子
を
盗
取
っ
た
者
が
引
廻
し
の
上
死
罪
に
な
っ
た

例
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
幕
府
が
如
何
に
厳
格
な
態
度
で
あ
っ
た
か
知
れ

る
が
、
さ
ら
に
細
心
に
継
立
時
の
破
損
や
満
水
等
に
よ
っ
て
生
じ
る
事
故
を

防
止
す
る
た
め
督
励
指
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
如
き
幕
府
側
の
態
度
も
、
公
用
文
書
を
敏
速
且
つ
確
実
に
継

立
ね
ば
な
ら
な
い
継
飛
脚
の
性
質
上
当
然
で
あ
り
、
な
お
幕
府
は
種
々
の
特

権
を
認
め
、
そ
の
保
護
に
あ
た
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
特
権
は
、
幕
府
の
権
威
に
よ
っ
た
横
暴
な
振
舞
は
別
と
し
て
、
継
立

る
品
物
が
汚
れ
る
の
を
避
け
る
為
に
忌
服
者
や
汚
職
の
輩
を
継
立
の
品
物
に

（
髄
）

近
付
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
や
、
渡
河
優
先
権
さ
ら
に
夜
涌
継
立
・
夜
間
関
所

通
過
の
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
等
で
あ
っ
た
。

ま
ず
御
状
箱
が
一
番
に
渡
河
す
る
こ
と
は
「
東
海
道
宿
村
大
概
帳
」
の
金

（
“
）

谷
宿
の
部
に

大
井
川
川
留
有
し
之
節
〈
、
御
状
箱
・
御
用
物
等
問
屋
場
に
留
置
、
川
明

次
第
早
亘
継
立
来
、

（
師
）

と
あ
り
、
ま
た
「
安
倍
川
常
水
の
事
」
の
中
に

一
、
安
倍
川
之
儀
者
差
支
候
共
川
上
一
里
、
川
下
一
里
の
内
、
浅
瀬
相
越

候
て
御
状
箱
は
越
候
事
、
但
大
井
川
・
富
士
川
は
御
状
箱
留
之
事
、

一
、
河
明
き
一
番
御
状
箱
渡
り
越
候
事
、

と
あ
る
如
く
で
あ
り
、
非
常
に
慎
重
に
取
扱
っ
て
い
た
。
な
お
「
東
海
道
中
膝

（
閉
）

栗
毛
」
に
ｊ
も
、
大
井
川
の
川
止
め
に
会
い
困
っ
て
い
た
人
々
が
御
状
箱
の
一

番
に
渡
河
し
た
の
を
聞
き
、
勇
ん
で
岡
部
宿
を
出
立
し
た
こ
と
や
、
藤
枝
・

島
田
宿
を
経
て
大
井
川
に
至
る
煩
雑
な
街
道
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

次
に
夜
通
継
立
に
つ
い
て
は
、
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
の
「
御
触
」

（
的
）

仁

一
、
御
用
は
不
し
及
レ
申
、
武
家
方
共
急
用
有
し
之
節
は
、
夜
通
し
飛
脚
差

立
候
筈
之
事
、

と
あ
る
が
、
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
六
月
二
十
三
日
の
「
道
中
往
来
之
儀

（
、
）

一
一
付
書
付
」
に
よ
る
と

可
レ
成
丈
夜
遍
之
飛
脚
差
立
候
之
儀
、
相
止
可
レ
被
し
申
事
、

と
あ
る
様
に
夜
通
継
立
に
は
自
と
制
限
が
あ
り
、
ま
た
文
政
五
年
（
’
八
二

（
、
）

二
）
正
月
の
「
松
平
阿
波
守
へ
挨
拶
之
内
」
に
も

一
、
夜
通
継
立
之
儀
は
容
易
に
難
し
成
筋
に
候
得
共
、
御
用
は
勿
論
訳
立

候
急
私
用
之
節
は
、
人
馬
賃
銭
相
応
之
増
方
有
し
之
宿
方
難
儀
に
不
一
一
相

成
一
様
取
計
、
其
子
細
跡
届
之
節
可
一
一
申
間
一
事
、

と
あ
る
こ
と
な
ど
や
、
こ
の
期
の
文
政
四
・
五
年
の
関
係
史
料
か
ら
も
知
れ

る
様
に
、
町
飛
脚
の
夜
通
継
立
に
は
急
ぐ
飛
脚
に
も
諸
制
限
が
あ
っ
た
が
、

継
飛
脚
は
特
権
と
し
て
夜
通
継
立
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

な
お
ま
た
元
禄
十
四
年
（
一
七
○
一
）
十
月
の
新
居
関
所
「
夜
通
改
様
之

（
ね
）

事
」
に
よ
る
と

一
、
御
朱
印
持
参
之
面
交

一
、
京
都
所
司
代
同
町
奉
行

一
、
大
阪
御
城
代
御
定
番
町
奉
行

一
、
伏
見
奉
行
奈
良
奉
行

一
、
御
留
守
居

右
之
衆
中
よ
り
継
飛
脚
又
〈
自
分
家
来
之
者
に
て
も
証
文
於
一
一
持
参
ス

相
改
可
し
通
し
之
、
其
外
所
食
守
護
人
・
所
☆
奉
行
人
よ
り
慥
成
証
文
持

三
七
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要
す
る
に
宿
駅
の
第
一
の
任
務
と
し
て
は
、
幕
府
公
用
の
人
馬
の
継
立
と

御
状
箱
・
御
用
物
の
継
立
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
継
立
量
の
増
大
は
、
宿
駅
に

財
政
的
な
過
重
負
担
を
課
す
結
果
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
幕
府
は
宿
駅

の
保
護
・
助
成
の
為
に
、
各
種
の
処
置
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
狸
）

藤
枝
宿
の
場
合
で
見
る
と
、
日
伝
馬
町
の
地
子
を
免
許
し
た
こ
と
、
口
問

屋
や
継
飛
脚
に
対
し
給
米
し
た
こ
と
、
ロ
伝
馬
賃
銭
支
払
に
対
し
、
刎
銭
の

制
度
を
認
め
、
人
足
に
全
額
支
払
わ
ず
、
一
部
を
宿
入
用
金
に
繰
り
入
れ
た

こ
と
、
⑧
宿
困
窮
救
済
策
と
し
て
、
金
穀
の
貸
与
、
ま
た
は
給
与
を
行
な
っ

た
こ
と
、
因
助
郷
制
度
を
確
立
し
て
、
負
担
を
助
郷
に
転
嫁
せ
し
め
た
こ

法
政
史
学
第
二
十
三
号

参
注
進
之
旨
趣
於
一
一
分
明
一
考
穿
鑿
之
上
可
し
通
し
之
、
此
外
夜
中
一
切
不

し
可
し
通
し
之
事
、

と
規
定
し
て
お
り
、
前
記
の
者
の
証
文
の
あ
る
継
飛
脚
は
、
改
め
た
上
で
、

夜
間
で
も
新
居
関
所
の
通
過
を
許
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
箱
根
・
今
切
・
気
賀

（
ね
）

の
関
所
も
す
で
に
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
十
二
月
二
十
日
の
「
覚
」
に

一
、
箱
根
今
切
気
賀

右
之
所
ぺ
上
使
井
継
飛
脚
之
外
、
夜
通
し
一
切
通
し
申
間
敷
事
、

と
あ
り
、
夜
通
継
立
の
障
害
で
も
あ
っ
た
関
所
を
、
夜
間
で
も
継
飛
脚
の
通

過
を
許
可
し
て
お
り
、
夜
間
関
所
通
過
の
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
特
権
が
認
め
ら
れ
、
前
述
し
た
様
な
厳
格
な
罰
則
で
臨
ん
だ
幕
府

で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
多
く
の
自
然
的
・
人
為
的
障
害
の
根
本
対
策

で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
依
然
と
し
て
継
立
量
の
増
大
、
そ
れ
に
見
合

わ
な
い
小
額
な
継
飛
脚
給
米
等
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

三
八

と
、
門
囲
人
馬
制
を
認
め
た
こ
と
、
の
六
点
の
保
護
・
助
成
を
行
な
っ
て
い

る
が
、
結
果
的
に
は
他
宿
に
も
見
ら
れ
る
様
に
、
継
飛
脚
給
米
だ
け
で
は
御

状
箱
の
継
立
は
賄
っ
て
い
け
ず
、
ま
た
そ
の
他
の
困
窮
要
因
が
重
な
り
、
そ

れ
故
に
幕
府
は
刎
銭
の
制
度
や
囲
人
馬
制
を
認
め
、
そ
の
上
宿
駅
の
負
担
を

助
郷
村
に
転
嫁
し
て
、
宿
駅
の
保
護
を
図
る
と
言
う
消
極
的
な
政
策
に
終
始

す
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
幕
府
の
保
護
政
策
と
し
て
、
前
記
の
沢
田
浜
司
氏
も
論
述
し

て
お
ら
れ
る
様
な
、
継
飛
脚
の
町
飛
脚
へ
の
一
元
化
を
図
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
継
飛
脚
が
町
飛
脚
に
継
立
を
委
託
す
る
一
元
化
の
傾
向
は
、

結
果
的
に
、
町
飛
脚
の
道
中
継
立
は
御
定
賃
銭
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
相
対

賃
銭
で
、
継
飛
脚
の
様
に
無
賃
で
は
な
か
っ
た
為
に
、
宿
駅
に
利
潤
を
齋
ら

し
、
宿
財
政
困
窮
の
助
成
と
も
な
り
、
そ
の
上
に
交
通
の
緩
和
に
役
立
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。

だ
が
継
飛
脚
は
そ
の
継
立
の
総
て
を
町
飛
脚
に
委
託
し
た
の
で
は
な
く
、

地
方
官
吏
の
緊
急
を
要
せ
ざ
る
公
用
状
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

幕
府
よ
り
発
す
る
老
中
・
勘
定
奉
行
等
の
証
文
の
あ
る
御
状
箱
は
、
秘
密
が

漏
れ
る
こ
と
や
盗
難
ま
た
は
延
着
を
恐
れ
て
か
、
町
飛
脚
に
委
託
す
る
こ
と

な
く
継
飛
脚
が
継
立
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
継
飛
脚
制
度
は
、
多
く
の
問

題
を
含
承
な
が
ら
も
幕
府
の
崩
壊
ま
で
継
続
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。註（
１
）
交
通
文
化
・
四
号

（
２
）
経
済
論
叢
・
五
巻
一
・
三
号

（
３
）
国
学
院
雑
誌
・
四
七
’
六
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（
４
）
「
御
伝
馬
方
旧
記
」
（
近
世
交
通
史
料
集
・
’
一
一
）
一
三
四
’
六
頁
「
四
」

※
以
下
こ
の
史
料
を
「
伝
旧
」
と
略
称
す
る
。

（
５
）
「
伝
旧
」
六
四
五
’
六
五
二
頁
「
十
四
」

（
６
）
同
右
・
七
一
一
一
九
’
七
四
一
一
一
頁
「
三
」

（
７
）
「
駅
肝
録
」
（
日
本
交
通
史
料
集
成
・
第
二
輯
）
一
一
三
’
七
頁

（
８
）
「
伝
旧
」
四
八
三
頁
「
四
十
二
」

（
９
）
同
右
・
一
一
一
六
八
’
九
頁
「
二
十
一
一
一
」

（
皿
）
同
右
・
一
一
一
三
一
一
一
頁
「
四
」

（
ｕ
）
同
右
・
五
五
七
－
九
頁
「
六
」

（
⑫
）
同
右
・
五
六
七
頁
「
十
三
」

（
週
）
同
右
・
四
八
一
頁
「
四
十
」

（
Ⅲ
）
同
右
・
四
八
一
頁
「
四
十
一
」

（
躯
）
「
島
田
市
史
」
中
巻
・
’
六
六
頁

（
咽
）
「
品
川
町
史
」
中
巻
・
八
頁

（
Ⅳ
）
近
藤
恒
次
編
「
東
海
道
御
油
・
赤
坂
交
通
史
料
」
九
四
頁

（
肥
）
「
伝
旧
」
六
一
六
’
七
頁
「
’
’
’
十
一
一
一
」

（
、
）
同
右
・
四
三
七
’
八
頁
「
五
」

（
別
）
同
右
・
一
一
一
六
二
頁
「
十
五
」

（
、
）
同
右
・
’
一
一
六
三
頁
「
十
五
」

（
肥
）
同
右
・
五
五
○
ｌ
｜
頁
「
二
」

（
記
）
同
右
・
五
五
一
頁
「
三
」

（
皿
）
同
右
・
五
六
二
頁
「
九
」

（
妬
）
同
右
・
五
五
九
頁
「
七
」

（
顕
）
同
右
・
五
六
二
頁
「
九
」

継
飛
脚
の
継
立
方
法
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て

（
”
）
「
伝
旧
」
六
○
九
頁
「
二
十
七
」

（
記
）
Ｉ
（
坐
）
「
伝
旧
」
に
よ
る
。

（
蝿
）
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」
（
岩
波
文
庫
）
五
九
’
六
○
頁

（
妬
）
「
伝
旧
」
一
一
七
八
’
二
八
○
頁
「
六
」

（
幻
）
同
右
・
五
五
一
’
一
一
一
頁
「
三
」

（
蛆
）
同
右
・
五
六
五
－
六
頁
「
十
一
」

（
蛆
）
同
右
・
七
三
四
’
六
頁
「
一
」

（
卯
）
「
品
川
町
史
」
中
巻
・
’
四
’
一
五
頁

（
、
）
「
品
川
町
史
」
中
巻
・
八
頁

（
顕
）
「
伝
旧
」
二
八
一
’
一
一
頁
「
八
」
・
六
一
一
○
Ｉ
｜
頁
「
’
一
一
十
六
」

（
認
）
片
岡
文
書
・
三
の
十
〔
小
田
原
市
立
図
書
館
所
蔵
〕

（
魁
）
「
伝
旧
」
五
四
三
－
五
五
○
頁
「
｜
」

（
弱
）
こ
の
論
文
で
は
述
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
継
立
を
実
際
行

な
っ
て
い
た
場
所
は
各
宿
一
様
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
史
料

に
も
問
屋
・
御
継
所
（
御
継
役
人
・
御
継
役
）
の
名
称
が
書
か
れ
て
い

る
。

（
弱
）
「
伝
旧
」
一
一
二
七
’
八
頁
「
五
」

（
師
）
同
右
・
五
五
三
－
五
頁
「
四
」

（
詔
）
同
右
・
五
七
三
１
五
頁
「
十
六
」

（
弱
）
同
右
・
五
八
一
頁
「
十
九
」

（
帥
）
同
右
・
五
八
二
’
五
九
四
頁
「
二
十
」

（
、
）
「
守
口
市
史
」
本
文
編
第
二
巻
。
一
一
一
○
四
－
一
一
一
一
○
頁

（
鑓
）
「
’
一
一
島
市
誌
」
中
巻
・
’
六
三
頁

（
閉
）
「
品
川
町
史
」
中
巻
・
’
四
頁

三
九
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法
政
史
学
第
二
十
三
号

（
似
）
「
徳
川
禁
令
考
」
後
集
第
四
・
一
七
八
頁
、
別
巻
・
一
二
五
頁

（
髄
）
「
大
日
本
交
通
史
（
駅
逓
志
稿
）
」
二
四
八
頁

（
船
）
「
東
海
道
宿
村
大
概
帳
」
（
近
世
交
通
史
料
集
・
四
）
四
一
八
頁

（
的
）
「
静
岡
市
史
」
二
巻
・
’
一
一
七
一
一
一
頁

（
、
）
「
徳
川
禁
令
考
」
前
集
第
六
・
七
六
頁

分
）
「
日
本
財
政
経
済
史
料
」
第
四
巻
・
九

冠
）
「
東
海
道
新
居
関
所
研
究
資
料
」
四
八

（
ね
）
「
徳
川
禁
令
考
」
前
集
第
四
・
一
九
八

（
刺
）
藤
枝
市
教
育
研
究
会
「
藤
枝
宿
と
瀬
一
日

（
的
）
「
日
本
財
政
経
済
史
料
」
第
九
巻
・
六
四
○
頁

（
冊
）
岩
波
文
庫
本
・
九
一
頁

賜
わ
っ
た
諸
先
学
に
深
く
謝
意
を
表
し
た
い
。

〔
追
記
〕
成
稿
に
あ
た
り
、
多
く
の
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
指
導
教
授
岩
生

成
一
先
生
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
種
々
の
助
言
・
指
導
を

「
日
本
財
政
経
済
史
料
」
第
四
巻
・
九
三
五
頁

「
東
海
道
新
居
関
所
研
究
資
料
」
四
八
頁

「
徳
川
禁
令
考
」
前
集
第
四
・
一
九
八
頁

藤
枝
市
教
育
研
究
会
「
藤
枝
宿
と
瀬
戸
川
川
越
」
二
○
１
－
頁

四
○
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